
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

店舗の名称・所在地 
イオン下松山田ショッピングセンター 

山口県下松市大字山田 156－1 

店舗設置者の氏名・住所 

株式会社 フジ 

代表取締役 山口 普 

愛媛県松山市宮西一丁目 2 番 1 号 

株式会社 ナフコ 

代表取締役 石田 卓巳 

福岡県北九市小倉北区魚町二丁目 6 番 10 号 

変更する事項 変更前 変更後 

荷さばき施設の位置及び面積 3 カ所・222 ㎡ 4 カ所(下記図の位置)・254 ㎡ 

荷さばき施設において荷さばき

を行うことができる時間帯 
6:00～20：00 

24 時間 
（既設）6：00～20：00 
（増設）20：00～6：00 

変届書 
縦覧期間 令和７年３月１４日～令和７年７月１４日（土日祝日は除く） 

縦覧場所 山口県産業労働部経営金融課  下松市地域振興部産業振興課 

意見書 
提出先 山口県産業労働部経営金融課（山口市滝町１番１号） 

提出期限 令和７年７月１４日 

１．大規模小売店舗の名称及び設置者 

この大規模小売店舗変更計画概要書は、大規模小売店舗立地法施行規則第１１条第２項の

規定により、説明会の開催に代えて届出の概要を掲示するものです。 

３．変更年月日 

令和 ７年 ３月 １７日 

４．変更理由 

大 規 模 小 売 店 舗 変 更 計 画 概 要 書 

２． 変更する事項 

増設（20：00～6：00）

荷さばき施設 32 ㎡ 

配送計画の変更、及び近隣に

対する夜間時間帯の荷さばき

作業騒音に配慮するため 

※掲示期間：令和７年７月１４日 

５．届出書の縦覧及び 

意見書の提出について

既設（6：00～20：00）

荷さばき施設 56 ㎡ 

既設（6：00～20：00）

荷さばき施設 130 ㎡ 

既設（6：00～20：00）

荷さばき施設 36 ㎡ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店舗の名称・所在地 
西恩田商業施設 

山口県宇部市神原町二丁目 3790－4 

店舗設置者の氏名・住所 

株式会社ミラクルホールディングス 
代表取締役 吉本 雄二 
福岡県福岡市中央区赤坂一丁目 10 番 22 号 
ベスト赤坂門ビル 5F 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．届出書の縦覧及び意見書の提出について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更する事項 変更前 変更後 

荷さばき時間帯 ６：００～１９：００ ２４時間 

届出書 

縦覧期間 令和７年３月１４日～令和７年７月１４日（土日祝日は除く） 

縦覧場所 山口県産業労働部経営金融課 

宇部市産業経済部商工振興課 

意見書 

提出先 山口県産業労働部経営金融課 

山口市滝町 1 番１号 

提出期限 令和７年７月１４日 

株式会社 フジ 

開発本部 開発部  （担当）薄木 

〒732-0814 広島市南区段原南一丁目 352 

      広島段原ショッピングセンター5 階 

ＴＥＬ ０８２—５３５—８３９２ ＦＡＸ ０８２—２６１—００５６ 

２．変更する事項 

１．大規模小売店舗の名称及び設置者 

この大規模小売店舗変更届出概要書は、大規模小売店舗立地法施行規則第１１条

第２項の規定により、説明会の開催に代えて届出の概要を掲示するものです。 

３．変更年月日 令和 ７年 ３月 ４日 

４．変更理由 

大 規 模 小 売 店 舗 変 更 届 出 概 要 書 

配送計画変更の為 

６．問い合わせ先について 

※掲示期間：令和７年７月１４日まで 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店舗の名称・所在地 
ミスターマックス宇部ショッピングセンター 
山口県宇部市大字東岐波字道田 1413-1 

店舗設置者の氏名・住所 

株式会社ミスターマックス・ホールディングス 
代表取締役 平野能章 
福岡県福岡市東区松田一丁目５番７号 
株式会社フジ 
代表取締役 山口 普  
愛媛県松山市宮西一丁目 2 番 1 号 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．届出書の縦覧及び意見書の提出について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更する事項 変更前 変更後 

荷さばき時間帯 6：００～２1：００ ２４時間 

届出書 

縦覧期間 令和７年３月１４日～令和７年７月１４日（土日祝日は除く） 

縦覧場所 山口県産業労働部経営金融課 

宇部市産業経済部商工振興課 

意見書 

提出先 山口県産業労働部経営金融課 

山口市滝町 1 番１号 

提出期限 令和７年７月１４日 

株式会社 フジ 

開発本部 開発部  （担当）薄木 

〒732-0814 広島市南区段原南一丁目 352 

      広島段原ショッピングセンター5 階 

ＴＥＬ ０８２—５３５—８３９２ ＦＡＸ ０８２—２６１—００５６ 

２．変更する事項 

１．大規模小売店舗の名称及び設置者 

この大規模小売店舗変更届出概要書は、大規模小売店舗立地法施行規則第１１条

第２項の規定により、説明会の開催に代えて届出の概要を掲示するものです。 

３．変更年月日 令和 ７年 ３月 ４日 

４．変更理由 

大 規 模 小 売 店 舗 変 更 届 出 概 要 書 

配送計画変更の為 

６．問い合わせ先について 

※掲示期間：令和７年７月１４日まで 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

店舗の名称・所在地 
ザ・ビッグ小郡店 

山口県山口市小郡下郷 763－2 

店舗設置者の氏名・住所 
田中 秀明 

山口県山口市白石三丁目 6 の 2 

変更する事項 変更前 変更後 

荷さばき施設の位置及び面積 1 カ所・101 ㎡ 2 カ所(下記図の位置)・133 ㎡ 

荷さばき施設において荷さばき

を行うことができる時間帯 
6:00～21：00 

24 時間 
（既設）6：00～21：00 
（増設）21：00～6：00 

変届書 
縦覧期間 令和７年３月１４日～令和７年７月１４日（土日祝日は除く） 

縦覧場所 山口県産業労働部経営金融課 山口市商工振興部ふるさと産業振興課 

意見書 
提出先 山口県産業労働部経営金融課（山口市滝町１番１号） 

提出期限 令和７年７月１４日 

１．大規模小売店舗の名称及び設置者 

この大規模小売店舗変更計画概要書は、大規模小売店舗立地法施行規則第１１条第２項の

規定により、説明会の開催に代えて届出の概要を掲示するものです。 

３．変更年月日 

令和 ７年 ３月 １７日 

４．変更理由 

大 規 模 小 売 店 舗 変 更 計 画 概 要 書 

２． 変更する事項 

増設（21：00～6：00）

荷さばき施設 32 ㎡ 

配送計画の変更、及び近隣に

対する夜間時間帯の荷さばき

作業騒音に配慮するため 

※掲示期間：令和７年７月１４日 

５．届出書の縦覧及び 

意見書の提出について

既設（6：00～21：00） 

荷さばき施設 101 ㎡ 
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